
一般社団法人日本登山医学会

専門医登録証

会員番号

日本登山医学会専門医制度において必要な要件を
充たした専門医として登録されていることを証する
有効期間は登録後5年間である

日本登山医学会専門制度委員会
委員長

登録日 有効期限

日本登山医学会
代表理事

１１３５ 山本 太郎

2026年5月31日2021年6月1日


